
国
民
年
金
及
び
企
業
年
金
等
に
よ
る
高
齢
期
に
お
け
る
所
得
の
確
保
を
支
援
す
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
八
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
可
能
期
間
の
延
長
を
時
限
措
置
と
し
た
こ
と
に
鑑
み
、
事
後
納
付
の
対
象
者
や
対
象
期
間
を
分

か
り
や
す
く
説
明
し
、
で
き
る
限
り
多
く
の
者
が
事
後
納
付
で
き
る
よ
う
本
措
置
を
広
報
す
る
と
と
も
に
、
本
来
、
納
期
限

ま
で
に
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
こ
と
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。

二
、
低
所
得
者
に
対
す
る
保
険
料
免
除
制
度
の
周
知
・
勧
奨
の
ほ
か
、
保
険
料
徴
収
対
策
等
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来

の
無
年
金
・
低
年
金
者
の
発
生
防
止
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

三
、
責
任
準
備
金
相
当
額
の
納
付
の
猶
予
を
受
け
て
い
る
総
合
型
の
厚
生
年
金
基
金
に
つ
い
て
、
設
立
事
業
所
の
事
業
主
の
一

部
が
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
の
他
の
事
業
主
の
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
本
体
に
与
え
る
影
響
、
事
業
主
の
事

業
継
続
の
確
保
の
観
点
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
す
る
こ
と
。

四
、
第
三
号
被
保
険
者
の
記
録
不
整
合
問
題
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
必
要
な
対
応
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
記
録
不
整
合
問
題

の
再
発
防
止
策
を
徹
底
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。




